
1 
 

平成 28 年度 第 1 回門真市幼児教育振興検討委員会 議事録 

 

開催日時 平成 28 年８月１日(月) 午後 2:00～3:45 

開催場所 市役所別館 第３会議室 

 

出 席 者 吉岡眞知子、影浦紀子、邨橋雅広、東口房正、松下久美、黒石美保子、 

江畑正美、満永誠一 

 

事 務 局 河合こども未来部長、南野こども未来部次長、花城保育幼稚園課長、 

西川保育幼稚園課長補佐、難波保育幼稚園課副参事、森保育幼稚園課事務員 

 

議 事 

 
事務局 
定刻となりましたので、ただ今から、平成28年度第１回門真市就学前教育・

保育共通カリキュラム策定委員会を開催いたします。 
本日は何かとご多忙の中、ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 
本日の出席者は委員８名中８名となっており、過半数の出席をいただいてお

りますので、この会議が成立しておりますことをご報告させていただきます。 
また、本日１名の方が傍聴に来られておりますので、併せてご報告させてい

ただきます。 
続きまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

事前に配布させていただきました資料としまして、 

まず、本日の「次第」 

次に、資料１「門真市就学前教育・保育共通カリキュラム スケジュール（修

正案）」 

次に、資料２「門真市就学前教育・保育共通カリキュラムの構成の修正案」 
次に、参考資料としまして、本日配布させていただいております、 
「平成２７年度第１回門真市幼児教育振興検討委員会で出された主な意見」 
「子育て支援まっぷ（平成２８年度版）」 
以上、おそろいでしょうか。 

 

＜資料の確認＞ 

 
それでは、委員の皆様につきましては、前回から変更等はございませんので

ご紹介は省略させていただきますが、４月１日付け人事異動等により事務局の
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職員に変更が生じておりますので、改めて紹介させていただきます。 
まず、こども未来部長の河合でございます。 
次に、こども未来部次長の南野でございます。 
次に、保育幼稚園課課長補佐の西川でございます。 
次に、保育幼稚園課副参事の難波でございます。 
次に、保育幼稚園課の森でございます。 
最後に、私、保育幼稚園課長の花城でございます。以上、皆様よろしくお願

いいたします。 

 
なお、本日も議事録作成のため、会議の模様を録音させていただきますので、

ご了承のほど、よろしくお願いいたします。 
また、録音の関係でございますが、ご発言の際にはお手元のマイクのトーク

と書いておりますボタンがございます。こちらのボタンを押していただいたの

ちに、ご発言の方よろしくお願いいたします。 
それでは、これ以降の会議の進行につきましては、委員長に一任させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 
委員長 
皆さんこんにちは。 
昨年度の１月２９日以来、２回目の会議ということで、少し議題の流れも頭

の中を霞んでいる程度になっているかと思うんですけれども、第2回目の今日も

また、議題に沿って活発な意見をお願いしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
それでは、次第に沿いまして、「議題１ 門真市就学前教育・保育共通カリキ

ュラム スケジュール 修正案 」について、事務局から説明をお願いします。 

 
事務局 
まずは、１月29日付けの会議で委員の皆様からいただきました、様々なご意

見を受け、本日の各議題とも関わる調整や修正等を行う必要が出てきましたこ

とから、２回目の開催が本日まで遅れましたことをお詫び申し上げます。 
それではまず、本題に入ります前に、本検討委員会でご審議いただきます、

就学前教育・保育共通カリキュラムを実際に活用していただくこととなる本市

の就学前教育・保育施設等の状況について、昨年度から変化が出てきておりま

すことから、これらの状況についてご説明させていただいた後、資料の説明に

入らせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 
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本日配布させていただきました参考資料の「子育て支援まっぷ（平成28年度

版）」の13頁をお願いします。 

本市では、就学前の教育と保育を一体的に行う施設である認定こども園につ

きましては、昨年度まで、幼保連携型認定こども園おおわだ保育園、認定こど

も園まことしょうじこども園、柳町園の３施設のみとなっておりましたが、本

年４月に、古川園と三ツ島保育園が保育所から、たちばな幼稚園とふじ幼稚園

が幼稚園から、それぞれ認定こども園に移行されております。 

なお、ファースト保育園につきましては、三ツ島保育園の分園として、２歳

までの子どもを預かる施設となっております。 

次に、０歳から２歳までの保育が必要な子どもを少人数で預かる小規模保育

事業としまして、たんぽぽ保育園となごみ広場が新たに認可外保育施設から移

行されております。なお、おひさま保育園につきましては、本年４月に門真学

園から名称を変更されたものです。 

次に、14頁の認可外保育施設の一覧のうち、末広保育所につきましては、こ

の７月１日より、50人定員の認可保育所に移行されており、麦の子共同保育園

につきましては、10月以降に小規模保育事業に移行すべく、現在は休園され、

施設改修を実施されております。 

このことから、今日現在の市内の認可施設としては、公立保育所が３園、公

立幼稚園が２園、私立保育所が９園、私立幼稚園が６園、私立認定こども園が

７園、私立小規模保育事業所が３園の合計30の施設が存在し、約3,700人の子ど

もたちの教育・保育を担っていただいており、本検討委員会で審議いただく共

通カリキュラムを活用していただくこととなります。 

 

それでは引き続き、議題１につきまして説明いたします。 

資料１「門真市就学前教育・保育共通カリキュラム スケジュール（修正案）」

をご覧ください。 

この度の提案につきましては、前回の会議におきまして、委員の皆様よりご

指摘のありました内容を踏まえ、修正を行おうとするものです。 

なお、前回出されました主な意見につきましては、参考資料の「平成 27 年度

第１回門真市幼児教育振興検討委員会で出された主な意見」に記載させていた

だいておりますが、ここでの詳細な説明は割愛させていただきますので、各自、

お時間のあるときにご参照いただきますよう、お願いいたします。 

 

さて、前回にお示ししましたスケジュールでは、平成 28 年度中にカリキュラ

ム全体の策定作業を完了する計画となっておりましたが、日程がタイト過ぎて

十分な検討が行えないといったご意見を委員の皆様からいただきましたことか
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ら、それらのご意見を踏まえまして、今回大幅なスケジュールの見直しを行お

うとするものです。 

スケジュール見直しにあたっての基本的な考え方としましては、カリキュラ

ムの内容を基本理念や目指す子ども像といったカリキュラムの土台となる箇所

までの総論部分と年齢ごとの発達に応じたねらいなどを具体に示す各論部分で

ある年齢別カリキュラムとに分けて策定作業を進めることとし、カリキュラム

全体の策定完了時期を２９年度末までに延長することにより、検討する時間を

十分に確保しようとするものです。 

まず、資料１上段の「策定までの流れ」をご覧ください。 

こちらに示しておりますとおり、まずはカリキュラムの総論部分の作成・調

整を行い、今年度中に確定していきたいと考えております。 

また、１月中旬ごろからは、本題となる年齢別カリキュラムの作成にとりか

かっていきたいと考えております。 

年齢別カリキュラムにつきましては、29 年度も引き続き、作業部会を中心に

検討を行っていただき、約 1 年をかけて作成・調整したものを、更に委員の皆

様にご審議いただいたうえで、ご答申をいただきたいと考えております。 

その後、パブリックコメントの手続きを経て、最終的には教育委員会の承認

を受け、完了という流れで進めていきたいと考えております。 

次に、具体的な各委員会の開催の流れについてでありますが、表の２段目に

示しております、８月上旬の検討委員会が今回の会議となっております。 

また、８月下旬、具体的には 30 日に予定しております第２回の検討委員会で

は、総論の素案について、ご意見・ご提案をいただきたいと考えております。 

なお、前回の会議におきまして、素案の策定段階から私立の意見を反映させ、

門真市全体で活用のできる独自のカリキュラムを策定するべきであるとの意見

が出されておりました。 

このことを踏まえ、表の３段目になりますが、先日７月 20 日に開催いたしま

した門真市就学前教育・保育共通カリキュラム策定委員会におきまして、同委

員会の設置要綱の規定に基づき、私立幼稚園協議会及び民間保育園協議会の代

表者に関係者として出席を求め、議論に参加していただく旨を諮り、了承を得

ております。 

このため、私立幼稚園協議会及び民間保育園協議会のご推薦を賜り、次回、

８月 23 日に予定しております２回目の策定委員会より、各協議会から１名ずつ

の代表者の方にご参加いただきたいと考えております。 

なお、ご参加いただく方につきましては、本会議の委員としてご参画いただ

いております東口委員、邨橋委員以外の園長様にお願いしたいと存じますので、

両委員におかれましては、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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その後のスケジュールにつきましては、各２回の策定委員会及び検討委員会

にて、十分に内容について検討・調整を行っていただき、第４回の検討委員会

において、確定した総論について中間報告をいただくという流れで進めていく

予定としております。 

なお、表の４段目、作業部会につきましては、年齢別カリキュラムの検討に

携わっていただくこととし、１月中旬頃より検討に入っていきたいと考えてお

りますが、こちらにつきましても私立幼稚園及び民間保育園の方々にご参加い

ただき、作成段階からご意見を反映していきたいと考えております。 

こちらにつきましては、できる限り現場レベルでのご意見を賜りたいと考え

ておりますことから、副園長や園長代理クラス以下のお立場の方々にご参画い

ただければと考えておりますので、時期が近づいてまいりました段階で、人選

等も含め、改めて東口・邨橋両委員のご協力を賜りたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上、誠に簡単ではございますが、議題１「門真市就学前教育・保育共通カ

リキュラム スケジュール（修正案）」についてのご説明とさせていただきます。 

 

委員長 
ありがとうございました。事務局のほうからカリキュラムのスケジュール修

正案についての説明がございました。大きくは、28年度中に当初は全て終えよ

うとしていたのを、年齢別カリキュラムもじっくりと考える時間をとるという

ことで、29年度末の完了を目指してのスケジュールになっているというご説明

であったと思いますが、これについてご質問、ご意見等ございますでしょうか。

お願いします。 

 
邨橋委員 
スケジュールの問題ではないのですけれども、総論については第４回で中間

報告を出した後の動きはどうなるのですか。 

 
事務局 
今年度の議論につきましては、第４回目までを予定しておりますが、29 年度

以降年齢別カリキュラム作業部会の作業が終わりまして、そののち策定委員会

でのまとめが終わりました段階で、また皆様方にご参集いただきまして、そこ

でのご議論をお願いしたいと考えております。 

 
邨橋委員 
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各論が総論の方向性と大きくずれてしまったものが出来上がってしまってい

た時に、それをやり直すということはかなり大変な事だと思うんです。だから、

最後の各論が出来上がった段階でというよりも、要所要所に今こういう状態で

すという報告があった方が良いように思うのですが、いかがでしょうか。 

 
委員長 
ということは、各論のカリキュラムの進捗状況も検討委員会の中で報告しな

がら、もう一度検討するってことですよね。だから、29 年度に入って柱として

カリキュラムの中間報告をもらいながら総論とずれてる部分が無いのか、また、

総論に付け加える部分が無いのか、というような検討をするスケジュールが必

要ではないか、というようなことですね。だから、この二段目のスケジュール

の 29 年度以降がもう少し見えた方が良いということですね。カリキュラム作業

部会だけで作成するのかというような表になっているよ、ということかと思い

ます。 

 
事務局 

29 年度以降の検討委員会のスケジュールの詳細なものにつきましては、まだ

未定となっておりますが、複数回集まっていただこうかとは考えております。

その中で今いただきました作業部会等年齢別カリキュラムの進捗状況も踏まえ

て皆様からどのような形でご意見をいただくかにつきましては、また委員長と

も相談しながらまたお集まりいただくタイミング等図っていきたいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
委員長 
非常に大事なことですね。総論を作った後、、作業部会の先生方には総論を踏

まえて年齢別カリキュラムを作成していただく訳ですが、それをどう踏まえな

がら進めていくかというところで、２回目の中間報告でもあれば、ご意見を聞

きながら、さらにカリキュラムも良くなるかも分からない。作業をしている人

もそちらのほうが作業しやすいかも分かりませんし、是非そういう機会をお願

します。 
他にいかがですか。 
現場の先生方も出てこられますので、各園から 2 名ずつ出ようとか、年齢別

のカリキュラムの作業部会のざっくりとしたメンバーのちょっとした構想があ

れば、出していただけたらと思います。事務局の方でざっくり出していただい

たら、委員の方からも、こんなメンバー入れた方がいいのではないかとか、意

見があれば聞いてみたらどうかと思いますが。 
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事務局 
そうですね、詳細なメンバーにつきましては、これから人選に入ってまいり

ますが、今考えておりますのが、だいたい０，１、２，３，４，５歳まで６グ

ループぐらいを作っていければな考えております。その各グループにおおむね

４～５人程度のメンバーを入っていただく。年齢の区分によっては、私共のほ

うの学校教育課等に依頼をしまして、指導主事の先生であるとか、もしくは小

学校の現場の先生であるとか、そういったとこからもご参画をいただけないか

なということで、ここはまだ調整しているところでございます。ですので、４

人から５人合計しますとおおむね２４、５人から最大 30 名ちょっとぐらいの間

でメンバーを作っていきたいと考えております。 

 
委員長 
それは民間も各園から入るということなのか、その辺はどうですか。 

 
事務局 
はい、そうですね。各年齢ごとに、私立の保育所・幼稚園それぞれのお立場

の方から入っていただきたいなと考えております。 

 
事務局 
公立・民間ともに幼稚園・保育園も含めての構成になっていくということで

すね。 

 
事務局 
そういうことですね。 

 
委員長 
はい。よろしいでしょうか。 

 
事務局 
かなり人数を出していただくことになりますので、ご協力の方また大変かと

思いますが。 

 
邨橋委員 
人数の方はいいんですけれども、この前私立幼稚園の方で３・４・５・のカ

リキュラムを作成した時に、３歳は３歳だけで考える４歳は４歳だけで考える
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と、３歳４歳のつなぎがずれてたりとか、これを３歳でやってしまうと４歳は

どうするの、とかという話が必ず出てくるんですよね。それと一緒で、０から

５っていうとかなり年齢の範囲が広いので、つなぎの部分をどうするかってい

うことになってくると、各歳児ごとのグループだけでじゃなくて、各論の年齢

別カリキュラムの全体会もいるだろうし、それに合わせた総論とのつきあわせ

も要るかなと思うんですけれども。そちらはどうですか。 

 
事務局 
そうですね。今、邨橋委員からおっしゃっていただいたのは当然のご疑問か

と思いますので、そちらの方も交えながらやっていきたいと考えております。 

 
委員長 
今おっしゃった通りで、細分というかグループ分けを先にするのではなくて、

メンバーが集まって全体構想を練ったうえで、ほんとの作業の段階ではグルー

プで突き合わせていくということをしていただきたいと思います。 
ほかにいかがでしょうか。メンバー選定については園長・所長とか、それは

また相談ですかね。 

 
事務局 
そうですね、今日も公立私立それぞれの園長先生がたに委員として、代表で

ご参画ただいておりますが、それぞれの園長会でまた改めて依頼の方をかけて

いきたいと考えております。特に、策定委員会につきましては、私立の方は園

長クラスで１名ずつ改めて出していただくということ、また作業部会の方は、

こちらまた複数名ということになってきますので、どちらの園から出ていただ

くか、何名ずつ出ていただくか、そのあたりの調整を、公立は公立の園長会、

私立の方はそれぞれ、今日はちょうど両協議会の両会長に出ていただいており

ますので、ご協力いただければなと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 
委員長 
それではまたそのあたりを決めていただいて、実践を活かしてじっくりとカ

リキュラムを作っていくという方向でお願いします。 

 
事務局 
 はい、わかりました。 
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委員長 
 では他に、スケジュールについてのご意見はありませんか。 

 
邨橋委員 
もう一つ、さっき私幼の方から４、５人とおっしゃいましたよね。そうする

と、６グループできるのに各論のところで入ってないところが出てくる。だっ

たら各公立さんからも幼保で各 4 人出ていただいて、とりあえず 4 人で進める

っていうほうがいいのではないですか。人数から言うとね。 

 
事務局 
また人選につきましては、あらためてご相談させていただければありがたい

なと思います。 

 
委員長 
 よろしくお願いいたします。 
 それではスケジュールについてはいいですか。 
ではまた、最終で総括でということで、次の議題に入りたいと思いますので、

事務局の方、よろしくお願いいたします。 

 
事務局 
それでは議題２についてご説明いたします。 
資料２「門真市就学前教育・保育共通カリキュラムの構成の修正案」をご覧

ください。 

 

こちらの資料では、前回お示ししました骨子案の構成と今回の修正案とを左

右に新旧としてご提示しております。 

 

 

大きな変更点としましては、まず、カリキュラムの内容を総論部分と年齢別

カリキュラムとに分けて構成することとし、前回の骨子案では、「小学校への接

続」以下に示していた小項目を本題の年齢別カリキュラムに至る前段階の総論

部分に入れ込み、年齢別カリキュラムを作成するに当たって踏まえるべき項目

として整理し直しております。 

 

なお、今年度の本会議でご審議いただく内容は、大見出し４の「めざす子ど

も像」までを目途に進めていきたいと考えております。 
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次に、各項目の概要を小見出しで記載しておりますが、前回の会議でのご意

見を踏まえ、少し修正しております。 

 

まず、５番の「年齢別カリキュラム」では、年齢区分を 7 つに区分しており

ますが、各区分の表記につきまして、以前は「何歳児」と表記しておりました

が、この表記では、現場において固定的に捉えられかねないため、保育所保育

指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領に準じ、一定の幅をもった「お

おむね何歳」といった表記の方が良いのではないかとの意見が出されておりま

したことから、表記を変更いたしております。 

次に、６番目の「小学校との連携・交流」の項目では、「アプローチカリキュ

ラム」、「スタートカリキュラム」との表現を使用していましたが、前回の会議

の中で、就学前の時期が単に小学校までの準備期間と捉えられかねないとの意

見が出されていたことなどを踏まえ、就学前につけておきたい力をこの年齢別

カリキュラムに示すことに重点を置き、就学前、就学後と区切るのではなく、

小学校入学前後の子どもの一つの時期、姿ととらえ、円滑な接続及びそのため

に必要な連携・交流の取り組み等を記載することとし、表現を変更させていた

だいております。 

以上、誠に簡単ではございますが、議題２「門真市就学前教育・保育共通カ

リキュラムの構成の修正案」についてのご説明とさせていただきます。 

 

委員長 
事務局から、議題２についての説明がありましたが、前回のご意見をふまえ

て、新旧出ていますが、「新」の方の形でやりたいということです。何か質問等

はございますか。 

 
満永委員 
前回 1 月の検討委員会に出と時には、中学校の校長だったんですが、今回ち

ょっと立場が違いますけれども、学校教育関係者という立場で、意見を述べさ

せていただきます。  
まずアプローチカリキュラムスタートカリキュラムというのが無くなったの

は、これはあとで江畑先生に聞かないといけないのですが、私としてはこれで

いいのかなと思います。というのは就学前教育は義務教育の前振りではないと

いうようなことがありますので、したがってそれがなくなったということは今

回なぜなのかということ。それから、スタートカリキュラム、これ江畑先生 1
年生で考えるとしんどいな、っていう話をしていたので、またあとで江畑先生
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にお聞きしますが、あえてここで触れておらないのはいいのか、というのがま

ず第 1 点。それから、年齢別カリキュラムのところでの「おおむね」という書

き方ですね。このおおむねというのは何か、どういう理由かということを後で

聞きたいということ。３つ目は、小学校への連携交流は非常に大事なんですが、

そこをつなぐ柱を何にしていくのかということを、ある程度明確にしておきた

いなと思うんです。たとえば、私個人的に思うのですが、今の小学生・中学生

を見ている時に、人とつながる力が弱いな、社会性が弱いなっていうことを思

います。いわゆるコミュニケーション能力とかがなかなかついておらずに、す

ぐ手が出てしまうということがあるならば、たとえば、就学前の「表現」の領

域ですか、「言葉」の領域ですか、そういったものが、小学校・中学校につなぐ

時にここがキーワードになってくるのかなと思ったりしています。そのあたり

の柱はどうしていくのかということを、ここで考えるんだということも少しし

たいなと思うんです。 

 
委員長 
共通して今のご質問に対してのご意見があれば、委員の方から出してもらっ

たらいいかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 
満永委員 
 江畑先生、何かないですか。 

 
委員長 
この辺りは、前回の話もふまえ、また、委員から今おっしゃっていただいた

とおりで、わざわざアプローチとかスタートとか小学校の前倒しのようなもの

を作るのではないという意識から、保育所保育所指針や幼稚園教育要領をもと

にしたカリキュラムを作るということで、当然文科省も小学校の教育とつなげ

るものに作っておりますし、そういった意味で、わざわざアプローチ・スター

トとするのではない、ということを意識したということだと思うのですがどう

ですか。それから今出ていた接続の部分で、６番の小学校との連携交流ですけ

れども、これは前回の「小学校への接続」という見出しの方がいいんじゃない

かなと思うんです。連携や交流の為のものじゃなく、接続の為のものだという

ことで、見出しは元のままにした方がいいんじゃないかと思うんですが。 

 
事務局 
委員様の方で、ご異論が無ければ表題につきましては、「小学校への接続」と

いうような表現で変更させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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よろしいでしょうか。 

 
委員長 
先ほどおっしゃった、つなぐ柱を何にするか、そこがカリキュラにとっても

大変重要な柱にもなると思いますし、先ほどの社会性やコミュニケーション能

力、表現、言葉など言われましたが、幼稚園・保育園の方で、５領域の部分の、

特に４歳５歳ぐらいからの５領域がどうつながっていくのかというあたりを意

識しながら作っていけば、今の課題と含めてより繋がっていくんじゃないか、

というご意見だったと思います。どうしていくか、そういったことをこの６の

項目には記載されれば、もっと分かっていくっていうことですよね。 

 
満永委員 
 本来そうですよね。 

 
委員長 
 課題も含めてそうですね。 

 
満永委員 
課題は小学校・中学校への前倒しではないんですが、当然そこにはいろいろ

な課題があり、さまざまな課題があるんですが、とりわけ私としてはそう感じ

るということです。社会性の問題とコミュニケーション能力の問題であるなら

ば、それが 5 領域のとりわけどこにつながっていくのかということが明確にな

ればいいかなっていうふうに思います。 

 
邨橋委員 
前の時も言いましたけれども、学校教育でやっておられた幼保小一貫教育の

流れの中の位置づけと、今回やる就学前幼保共通カリキュラムのつなぎという

のは、どういう風に考えたらいいのか。たとえばどちらかが上位にあって、基

本それを守るという事では多分ないとは思うんですけれども。その流れがどう

なっているのかが分からない以上、接続のところも、どういう風にもっていっ

たらいいのかなっていうのが若干あるんです。で、学校教育で考えておられる

幼小連携の大きな枠で、例えば門真市の子どもをこう育てたいというビジョン

がどこから出てくるのかというあたりも、ちょっと分からないので、もしそれ

があるのであれば教えていただきたい。 

 
満永委員 
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今の件なんですけれども、門真市学校教育部では教育振興基本計画をこの３

月に立ち上げました。その基本の柱の一つに、０歳から 15 歳までの一貫した教

育というものがあります。それで、今までやってきた保・幼・小・中一貫教育

のあり方を、この 9 月ぐらいからその計画にもとづいて「魅力ある教育づくり

審議会」というものにして立ち上げようかなと思っています。その中で、一貫

教育でどういう子どもを目指すのかと、もちろんこの「心豊かでたくましいこ

どもを育てる」というのは幼児教育基本計画にのっているんですが、これがベ

ースになるとしたら、これから計画に基づいてもう一回再構築していくわけで

す。その際に、この幼保共通カリキュラムを今作っている担当課である保育幼

稚園課に事務局レベルで参画していただいて、ここの意見がそっちへ反映され

るように、相互に関連できるように考えていきたいと思っています。これから

もう一回再構築していくんです。その再構築するヒントを、この場で得られる

のかなと思ってここに来ています。そういう意味では、非常に連携していける

のかなと思います。 

 
邨橋委員 
わかりました。 

 
委員長 
市の組織の中で、教育委員会を中心に教育の部分で、そのような一貫教育の

あり方を検討したいと、より強化したいということですね。 

 
満永委員 
その際に、こども未来部と我々学校教育部できちっと連携しながら、今もや

っているんですけれども、そういうことをしながら今邨橋先生の言われた懸念

も、きちっと払拭していきたいと考えております。 

 
委員長 
私は少し気になるんですが、幼児教育の基本理念が「心豊かでたくましい子

どもを育てる（仮）」てなってますでしょ。この「仮」がいつ取れるのかなと思

うのですが、基本理念があって計画がなされないと、基本理念が違うものに変

われば計画自体が変わってくるので、これはこのままいくのか、また別の時点

でもうちょっと言葉が変わるのか。その辺はこれから策定していくんだけど、

この「仮」はいつまで「仮」なのですか。 

 
事務局 
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そうですね。事務局の方で、一旦（仮）という形で入れさしていただいてお

りますが、次回の素案のお示しをする段階の中でまた、ご議論をいただければ

なと考えておったところなんですが、いま、学校教育部の方で進められている

ものと同じものにしていくのか、それともこのカリキュラムとしては別の基本

理念というところでカリキュラムとしての理念を打ち立てていくのか、それに

よっても違ってくるのかなと思っておりますが、そのあたりはいかがでしょう

か。一体的なものにするのが良いのか、それとも、これはこれで柱立てをする

方が良いのか。前回の会議の中では、ここについてはまたこの委員会の中でご

意見をいただければなという話をしておったのかなと思いますが。また、この

場では決定していただかなくても結構なんですが、また私共の方からもしよろ

しければ、委員長と相談させていただいた中で、事務局の素案を示させていた

だく中で、皆さんにもう一度お諮りさしていただくというのも一つかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 
委員長 
私の立場から言うと、基本理念は市の実態が分かっている保育幼稚園課で、

門真市の子どもの育ちのめざすところとか課題を踏まえたうえで、どういう目

指す子どものイメージをしているか、っていうことを基本理念に掲げないとい

けないと思っております。私は方向についての意見は言えると思いますが、理

念については事務局とか各部所が中心に、一番柱になるといころだと思うので

考えてもらえたらと思います。 

 
事務局 
もしこの場でのご意見でご異論が無ければ私共の方で一度、ご提案の方させ

ていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 
邨橋委員 
基本的にそれでいいと思うんですがけれども、ただ、子ども・子育て支援事

業計画の中に、関係するようなことがあります。専門的な幼児教育・保育の質

的向上、これが一番大きい部分だと思うんですね。安全安心な道路・交通環境

の整備、これはまたちょっと違うかもわかりません。それから、配慮が必要な

子どもに対する教育・保育の充実、これも関係してきます。それから、放課後

児童育成事業、放課後児童クラブですね、これは半分かかってくると思うんで

す学校教育の関係等もありますので。それから、学校等教育環境の充実、これ

も半分ぐらいかかってくるかなと思います。それから、幼稚園・保育所・認定

こども園と小学校との連携強化、というのは全くここでやるのと一緒だと思う
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ので、この大きな３点については、やはり共通のものが必要じゃないかとなる

と思うので、たぶん子ども・子育て会議が一番門真の中で、これから先の門真

のこどもを育てていくという前提で動いているので、ここに近いものなのかな

と気がするんですが、どうなんでしょうね。 

 
事務局 
子ども・子育て支援事業の中では基本理念の標題としましては、「あふれる笑

顔こどもの未来輝く門真」という理念を掲げてやっておりますので、そのあた

り、大きな考え方ですね、そこがまあいろんな標語があがって来るのもいかが

なものかというご意見もあろうかと思います。また今学校教育課の方でこれか

ら審議しようと、作っていこうとするものもありますので、そのあたりで一度

事務局に預からせていただけるのでしたら、こちらの方で示させていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。 
ありがとうございます。 

 
委員長 
ご意見もふまえて総合的に、課題や目指すものをどうするかということをじ

っくりと話していただきながら基本理念を決め、そこに立って「めざす子ども

像」が出て来ると思いますので、標題で終わらないように、それが生きてくる

ようなもので考えていただき、（仮）じゃなくこれで行くっていうものを煮詰め

ていっていただきたいと思います。 

 
事務局 
では、次回お示しできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 
委員長 
冊子の見出し、章立てというか、だいたいの流れはこんな感じでよろしいで

しょうか。 

 
事務局 
あと、先ほどご質問で出ておりました「おおむね」という表記は、こちらに

つきましては保育所保育指針の表現に基本は合わさせていただいております。

前回、何歳児という書き方をしてしまうと、現場レベルで何歳の子はここまで

しないといけないという考え方で混乱、固まってしまう恐れがあるよ、という

ご意見をいただきましたので、そこを緩やかな表現で「おおむね」ということ

で表現してはどうかということで、今回このような変更をさせていただいてお
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ります。 

 
委員長 
基本的に保育所保育指針が作られたときに、とくに就学前の子どもというの

は、発達の開きというのが個別に随分違うということもあるので、６カ月でこ

れぐらいというような決め方よりは、おおむねの目安というのか、そういった

ものでの記載であるということを意識して「おおむね」をつけたのですね。合

わせるということではなく、それぞれ開きもあるということを意図したという

ことですね。だからそういう表記の仕方に合わせるということで、考えられた

ということですね。 

 
事務局 
 はい、そうです。 

 
邨橋委員 
多分満永先生とか江畑先生とかの立場から言いにくいと思うんですが、これ

から先ちょっと考えていかないといけない事だと思うんですが、幼稚園・認定

こども園については学級編成なんですね。学級編成ってことになると、４月か

ら翌３月末までという形の学級編成の中で、何歳児という表現でとらえていく

ことがすごく多いんですけれども、そのつなぎの部分をどこで入れるかですよ

ね。こどもの発達を視点として保育活動を考えていった時には、やっぱりおお

むね３歳４歳５歳というのは当然だと思っているので、そういうこともあって

うちの幼稚園の場合も３・４・５歳を混合にしているわけなんですけれども、

学校教育法的に学級編成するとなってきたときに、これで説明がつけられるの

かっていうあたりどうですか。学校の立場として。 

 
満永委員 
まあこれは幼稚園教育要領との整合性みたいなところがありますけれども、

幼稚園教育要領は３歳児となっていますね。たとえば、小学校の場合でしたら、

小学校・中学校の場合でしたら何年生はこれ、というようにカリキュラムがき

ちっと決まっていますが、保育所のことはあまりよく分からないんですが、保

育所のほうでは「おおむね」っていう書き方なんですね。おおむね何歳ってい

う書き方ですね。それから認定こども園の保育部門でもそうなっているという

ことなんですね。ここも考えていく中で、やはりおおむねという表現の方がい

いのかなと思うんです。ただ、ここの整合性どう取るかっていうことを、その

つなぎのぼやっとした部分どうするのかっていうような事については、この場
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ですこし議論をして、総論の中で、注釈を書き込んでいくといいのかなと思い

ます。 

 
邨橋委員 
はい、かなり書き込んでいかないといけないなって思います。 

 
満永委員 
 それはやはりここに専門家さんも入っていただいてますし、学校教育現場の

者も入っているわけだから、ここできちっと議論して、総論の中で注釈として

きちっと入れていくというのが大事なのかなと思います。邨橋先生どうですか。 

 
邨橋委員 
はい、それで結構です。 

 
東口委員 
保育所保育指針ではこういう書き方をされているんですけれども、結局のと

ころ５歳児の最後の到達点というのは就学前ですよね。そこの３月は決まって

いるわけですよね。そして、その前の一年前で 4 歳の終わりについても決まっ

ておりますので、考え方としましては、３歳児と４歳児と５歳児なんです。た

だ、おおむね５歳といっても５歳児でも６歳になる子も居るという含みもあっ

て、こういう書き方をされている。もちろん小さい子は１か月ごとに変わって

いきますので、それこそ「おおむね」でないと困るなっていう部分もあります

が、まあとらえ方次第で、書きようによってはどうにでもできるような気がし

ます。 

 
満永委員 
そういうことを前提におきながら共通認識をもって議論を進められたらなと

思いますね。私は幼児教育は専門外ですので、今聞いていてよく分かりました。 

 
委員長 
５歳児クラスでも、お誕生日によって 6 歳児も 5 歳児もいるという意味があ

る、ということですね。 

 
東口委員 
それでも小学校行く寸前はもう同じようになってるわけです。 

 



18 
 

邨橋委員 
最近保育をやってて思うのが、実際には１年間の差があるんですよ。３歳な

んかもう大きいですよね。３歳の４月生まれの子と３月生まれの子の１年とい

うと、４歳が近い子がたくさんいるって考えたほうがいいだろうし、そういう

意味では子どもが育っていく方向性とか順序性とか、これぐらいの感じで動き

ますよっていうのは、「おおむね」の方がよくわかるだろうし、ここの年齢別カ

リキュラムっていうのを、発達としてとらえるのか、学年でとらえるのかで、

もって行き方が違うと思うんです。私は、子どもがとくに小さい間だから、発

達でどうとらえていくのか、その中で保育をどうするのか。たとえばこれぐら

いのところがだいたい３歳児クラスでしょうね、みたいな提示でもいいのかな

って思います。 

 
東口委員 
もうひとつ言いますと、３歳の終わりの３月と４歳になった時点は格差があ

ってはいけない、そこはなだらかでないといけないっていうことですよね。あ

くまで階段ではなくスロープにしなさいという感じなんです。 

 
邨橋委員 
そこは３歳児、4 歳児って書いちゃうと、ぽーんと変わるっていうイメージが

強いですね。それをなんとか門真の場合ははっきりしておきたいな、出してお

きたいなっていうふうに思うんです。発達的な観点でこどもの育ちを見たとき

に、どう関わるかとういことだと私は思うんだけど、難しいですね。 

 
満永委員 
カリキュラムを作る時に、発達を基本に置いて書くとすれば「おおむね」が

適当かと思います。こどもの発達は非常に大事な事だし、３歳児の時の３月生

まれと４月生まれと、中３の３月生まれと４月生まれだったら全然違いますね。

中３だったらそんなに変わらないですけどね。となればやっぱり、幼児期に近

づけば近づくほど「おおむね」っていう表現の方を入れておく方が良いのかな

と、今、邨橋先生や東口先生の話を聞いてそう思いました。 

 
委員長 
カリキュラムを作る時、そういう観点を意識して「おおむね」を使ったんだ

ったら、それがどこかに表れてることも大事じゃない、っていうことだと思い

ますね。 
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邨橋委員 
さっき各論でとか、総論からの意見を反映できるかって聞いたのは、実はこ

の部分なんです。だから、発達をちゃんと押さえていったときに、どこが各歳

部分と重なっているのか、あるいは、その基本的な考え方が各歳児の中で、年

齢で見ていこう、発達で見ていこうということをしようとした時に、３歳児は

これっていうふうに、うちの園なんかもカリキュラム作るときにそうなっちゃ

うんですよね。そこにチェックを入れる様な動きをやっておいた方がいいかな

とは思うんですけれども。 

 
事務局 
実際に表現すると時にどこまで反映できるのかっていうところと、実際に運

用していただく際に、どう意識していただく、どうしても言葉の表現ですと限

界もありますので、そのあたりどう伝えていくのかっていうとこも非常に大事

なのかなってことを、今のお話聞いていて思いました。ですので、作業部会等々

で議論していただく際にはここであったご意見を、当然お話させていただいた

うえで、議論に入っていただこうと思っておりますので、今日の貴重なご意見

の方は実際に作業に当たる者に、間違いなく伝えて行きたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

 
満永委員 
今のお話ですが、あまりにも事務局に任せ過ぎていて、こんなにも専門家が

集まっているんですから、事務局に任せるよりもここで議論をする方が有意義

なのかなと、今いろんなお話聞かせていただいて思います。こちらのほうでそ

ういう方向性みたいなものを示唆するようなものを考えて、それを事務局の方

へ伝えていくっていう形が良いのかなと思います。 

 
委員長 
今おっしゃったとおり、いまのここでの論議は非常に大事なことで、方向性

としても専門的にも大事だということですから、今のお話を受けて作業に入る

ということを基本にしてもらうということですね。 

 
事務局 
はい、そうさせていただきます。よろしくおねがいします。 

 
委員長 
先ほどからの、「おおむね」の論議なんかは、きちっと表しておくと、このカ
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リキュラムができた時に、保護者も含めて注目していくと思うので、保護者の

発達の捉え方も、随分形を意識されますけれども、こういう考え方だとある意

味子育て支援というか保護者支援の啓蒙にもつながるっていくことにもなるっ

ていうことも意識すれば、いま言われたことは非常に大事な事として、書き表

さないといけない、という事だと思います。 

 
事務局 
ありがとうございます。 

 
東口委員 
今の補足なんですが、生まれたときから、小学校就学前までっていう形で今

回 7 区分あるんですか。これを斜めのスロープにして、これを単に７つに割っ

たというイメージを作業委員会で持っていただきたいんです。６カ月から１歳

の間はこの斜面のここですよと、それでこの次がここですよ、ここの到達点が

小学校１年ですよっていうようなイメージを、この坂道を切ったイメージで持

っていただきたい。 

 
委員長 
階段じゃないっていうね。 

 
東口委員 
だからあくまでも「おおむね」２歳の次も、終点が３歳のスタートになるっ

ていうイメージを作っていただくと、とっても伝わりやすいと思います。 

 
邨橋委員 
出すのは、一般的な姿としてとらえ、環境によってこどもの経験によって姿

は変わるので、いまあまり考えてしまうと難しいかも。 

 
事務局 
ありがとうございます。 

 
委員長 
 じゃあ今のところも含めていかがでしょうか。 

 
東口委員 
基本理念と「めざす子ども像」なんですが、目指す子ども像っていうのは、
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目指す門真市の将来像みたいなもの、なにか確たるものがあって、それにこう

いう子どもがいるよね、っていうふうな事が必要じゃないかなと思うんですが、

まあ新市長になってなにをおっしゃるのか分からない部分もあるので何とも言

えませんが。その辺との整合性が必要になってくるかなと思うんです。ですの

で目指す門真像は、こんな門真にこんな子どもというイメージが必要だと思い

ます。 

 
事務局 
もうすでに出されている子ども・子育ての支援事業計画ですとか、そういっ

たものでも、こういった目指す子ども像っていうのは出してきているところで

すので、そのへんから大きくかい離するものとは考えておりません。当然そこ

は積み上げがあってのお話だと思っておりますので、その辺のところは意識し

ていきたいと思っております。 

 
委員長 
全く違うものじゃないですね。繋がってないと市民にとれば、こっちではこ

っち目指して、こっちではこっち目指してって事にならないように。ここの書

き方ですよね。そのあたり今までの資料も基にして。 

 
邨橋委員 
それと、さきほど満永先生が、学校から考えた時に、コミュニケーションと

いうお話をされたんですが、うちの園では、子どもたちが基本的にいろんなこ

とをちゃんと言ったたうえで、相手のことも考えて判断するという態度に育っ

てほしいな、と思ってるんです。だから、トラブルがあった時こそ逆に大事な

場面だろうなって思ってますし、自分でやったことに対する責任をもつよう、

うちは、じぶんで活動を選んだ上で、それに対して、「ちゃんと責任をもってや

りや」っていうことを言ってます。それと同時に、選べるっていう環境がある

からこそ自分の気持ちがそこに出せるとか、そういうようなことをしよう、と

いま保育を切り替えている最中なんです。そこらへんのことを考えると、コミ

ュニケーション能力・社会性というひとくくりでいいのかどうかといのは若干

問題があるかなっていう気はするんです。ただ、おおきな課題としては、子ど

もの育っていく姿の中で、何を出しているかっていう事を見ていかないとダメ

だろうし、目指す子ども像があまり強く出てしまうと、こう育ってほしいって

いう流れに乗せてしまうのかなというのが、ちょっと気にはなるところです。

そういう意味では検討委員会のこれからさき門真の子どもとしてどういう方向

を目指すのかっていう、つなぐ柱っていうさっき満永先生がおっしゃってたあ
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たりは、基本理念・目指す子ども像とつながる大事な部分やろうなっていう気

がすごくするんです。 

 
委員長 
門真市の教育課題のようなものを出してみるとかどうですかね。 

 
満永委員 
だから、たとえば今この場で私が学校教育の現状はこうです、っていう情報

をお出ししてみるやり方もありますし、邨橋さんが言ったみたいに「園でこう

いう取り組みがあって、それがこうつながるじゃないか」というような仮説を

立ててみるとか、東口さんの園では「こんなことをやっているよ」ということ

をここで交流することで、ここでの議論が深まるのではないかと思います。そ

れなら私も学校教育の今の課題とか、江畑先生からも、たとえば小学校におけ

るこどもの現状とか、人間関係作りがどうなっているのかというような現場の

話ができるますね。その中から見えてくるものがあるんじゃないのかな。そう

した中で、もしかしたら「社会性」が柱となるのかなということになるかもし

れないし、そういった議論もこの場でできればと思います。いくらでも情報は

お話しさせてもらって構わないなと思うんです。 

 
委員長 
いかがですか。 

 
事務局 
そうですね。ただ何も無い状態でお話もしていただきにくいのかなと思いま

すので、一度事務局の方で、たたき台と言いますか、市としての考えをお示し

さしていただいた中で、この場でのご議論をいただきまして、それに「こちら

の方がいいんじゃないか」「現状をふまえるとこうだよ」とかっていうご意見を

いただければ有りがたいかなと、いかがでしょうか。 

 
委員長 
これ８月 30 日ぐらいには、今言ったようなあたりも含めた素案みたいなもの

が出るんですか。 

 
事務局 
そうですね、そういったものを出させていただこうと思っておりますが。 
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委員長 
素案を作るにあたっては、門真市の教育課題とか情報収集してもらって、ま

ずは素案出してもらいながら我々も課題的なものを考えといて、出たものに修

正案をかけていくっていうようなことを、この 30 日にしてもらったらいいんで

しょうかね。 

 
事務局 
そうですね。30 日の段階でご意見をいただきまして、また３回目４回目も予定

しておりますので、その中でどんどん修正をさせていただければと考えており

ますが。 

 
委員長 
ちょっと事務局は大変ですね。 

 
事務局 
また満永委員にもご協力をいただきながら、進めさせてもらいます。 
今一応事務局で考えておりますスケジュールでは、次回そこまでの素案をお

示しできればなと考えておりますが。 

 
満永委員 
 保育幼稚園課とは、比較的教育委員会という同じ部所にありますから、今ま

でも結構話ができてるので、学校教育が抱えてるような部分も一定その中に入

れていただいて、それを見た後、またそれを補強するというような突き合わせ

はできるというふうに思います。 

 
委員長 
 はい、現場の声を聞いて進めるということですね。 
はい、では 30 日がカギになるいうことですけれど、そういう形でお願いしま

す。 

 
事務局 

30 日に出させていただくものは、あくまでたたき台と思っていただければと

思いますので、それをまた３回目４回目で練っていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

 
委員長 



24 
 

そういうことで、30 日に素案のたたき台が出るにあたって、他の部分で、こ

のあたりは強調してほしいとか、そんなご意見があったら出してください。 

 
江畑委員 
何度かご指摘を、言っていただくようにと言われながら、何をしゃべったら

いいのだろうと思っていて、すみません。学校としまして、スロープのような

こどもの成長をというところが、すごく納得しました。 
今、保護者の方がたくさん教育相談にお見えになります。いわゆる幼稚園・

保育園の学びと学校の学びとでは、ぐっと変わるのだろうという保護者の不安

があるのかと思います。ですが、そんなことないのです。今まで通り来て下さ

いと言っています。そこからまさしくスロープのような形で入学を迎えるのが

一番いいと思います。保育園・幼稚園と学校のつながりがスムーズに接続して

くれることを一番願いたいです。 
それから、学校の中で意識していることとして、個人の学びや個人の成長と、

集団力による高まりや集団の中で育てる意味、この 2 点は、学校としても意識

しています。とくにその集団のところでは人権教育を大事にしたうえで、行わ

れています。その中で社会性やコミュニケーション能力が関わってくるのでは

ないかなって思います。それと今回、教育相談を受ける中で一番気になるのは、

言語の発達が遅れていたり、言語に課題があったりするお子さんが、ここ２～

３年非常に増えています。今まではあまり聞かなかったのですが、本当に言葉

が出ないです。あるいは、言葉は知っているけれども、本来の意味がしっかり

理解できていないとか、あるいは自分の気持ちをうまく言葉で伝えられない、

だから手が出てしまうなど、言語の発達にすごく課題を感じています。そこの

ところは集団とのつながりの中で育てていけるよう、大事にしていけたらなと

思います。 

 
委員長 
今の現状で、なんとなくカリキュラムが見えてきそうなご意見をいただいた

と思います。 

 
東口委員 
ここ２・３年というヒントをいただきまので申しあげますけれども、結局親

がＳＮＳ、いわゆる Line、こういうものをすごく使うようになっていますね。

だから子どもたちにもあまり声をかけなくなってきたし、お母さんたちもあま

りしゃべらなくなってきています。Line で用事済むわけですよ。たまに喫茶店

なんかでも、恋人同士が向かい合ってスマホを操作していますね。目の前でし
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ゃべったらと言いたいぐらいですけれども。これがここ２～３年の傾向で、こ

れが子どもたちにも影響しているのかなと思うんです。でも、いまさらそれを

変えることができないので、どういう風にしていくのか、母親、父親も含めて

どう啓蒙していくかっていうことになってくるんだと思います。このことはカ

リキュラムにはちょっと難しい問題であり、これから先まだ変化していくのだ

ろうと思いますので、その辺の家庭での子どもとの関わり方、この辺の変化も

見ていく必要があるかなと思います。 

 
黒石委員 
幼稚園の方でもすごく、保護者さんがＰＴＡの連絡とかそういうのも全部Ｓ

ＮＳとか、昔だったらコミュニケーションとらなかったら伝わらない部分とか

も、ほんとにラインとか一つで連絡が行って、それで全部事が済んでる状態で、

親御さんがまずコミュニケーションが難しい状態の中で、言葉でコミュニケー

ションとろうっていうのがまず幼稚園の間はすごく難しい。だから、言語って

こだわらずにまず表現できる、何か体でもいいから何かしらで表現できるって

いうこともそれも言葉の中の一つなんだよっていう、そこが言葉のスロープな

んです。それができてから、そこから言語につなげていくっていう形を根底の

中に持ってカリキュラムの中にもっておかないと、はじめから言葉、言葉言葉

ってやってしまうと、全く言葉の出ない子もいるので、まず体でなら表現でき

るっていうところから言葉とつなげていかないといけないと思うんです。親御

さんもそういう状況だし、子どももまだまだ、言葉だけをとらえてしまったら

難しいので、スロープの中に言語に行くまでの、表現するのは言葉だけじゃな

いんだよっていうことを、これも言葉なんだよっていうのを入れていくことで、

ずいぶん変わっていくじゃないかなっていうことがあります。 

 
邨橋委員 
そこが一番難しいんだと思うんですね。たとえば、泣くことも表現として捉

えて私たち関わっていきますけれども、親の世代の話が多分そこに反映してく

るのかなとは思うんです。泣いたら困るの感覚でとらえてしまう親がいるのと、

それと、神戸大の北野先生から聞いたんですけれども、3 歳の時の言語の数が家

庭環境によってかなり違う。500 語から 1000 語という範囲の中で、その開きは

そのままずっと続いてくる。だから言葉に関する事とか、何が分かっているか

という認知能力よりも、乳幼児の頃は非認知的能力を育てることをきっちりや

っていかないといけないっていうことで、今こどもの発達で研究会で捉え直し

をしている状況なのですね。その時に、どこまで非認知的能力に比重をかけて

やるのかということと、非認知的能力が育てば言語能力、認知的な能力も育っ



26 
 

てくるっていうような事を、どういったとこまで出していくかっていうあたり

まで、その問題としては広がっていくのかなって思うんです。そうなってくる

と、言葉の格差が小学校の学力差、中学校の学力差までいくということになっ

てくると、今度は学校教育との関連も出てくるのかなと思うんですけれども。

そこらへんをどう見通していくのかと思います。。 

 
松下委員 
言葉とかではないんですけど、保育園では、養護っていう部分を大事にしま

しょうっていうことで、「生命の保持」・「情緒の安定」、そこがベースにないと、

そこから教育とか保育とかっていうベースにたてないんですね。お腹が空く、

イライラする状態でポーンと朝から預けられると、どんなに楽しいシャボン玉

しよう、こんなことするよ、絵本の読み聞かせするよって言っても乗ってこな

い。気持ちがついていかない、体がついていかないっていうとこらへんでは、

やっぱり養護っていうのは、一番大事にしていきたいなっていう部分になるん

です。で、大きくなればなるほど、母子分離不安が強かったりとか、お母さん

の愛情をうけていなかったりとか、そこらへんでもう満たされない、情緒面で

の障がいとまではいわないけれども、そこがもうずっと引きずって、学びたい

気持ちとかやってみたい意欲っていうとこらへんが、つながっていかないって

部分では、保育園ではその辺を一番大事に育てていきたいなって思って接して

いるところなので、門真の子どもたちもみんながみんな「やってみよう」「やる

気満々」というとこまではいかない子どもさんも居られるんで、こういう子供

たちを踏まえた上での年齢別カリキュラムっていうこの流れの方が、前回より

はいいのかなっていうふうに思います。 

 
満永委員 
中学校におりました。SNS の話にもどりますけど、これ非常にひどいですね。

ＳＮＳのトラブルは非常に多い。ほんとに警察なんかに入ってもらわないとい

けないぐらいに多くて、文章で「あほ」って書かれたら腹立ちますけど、顔見

て「あほ」って言われたら顔見て笑っていて冗談とわかるでしょ。でもそれを

子どもたちは嫌うんです。それは大人もこどももそうです。しかももう一つさ

きほど「学ぶ意欲」っていうことが言われましたけれども、「こどもの学ぶ意欲」、

これは門真の子は非常に低い。これを阻害してるのは何なんだろうなといろい

ろ考えた時に、たとえば貧困であるとか、授業がおもしろないのかなとか、あ

るいは人間関係が信用できないから意見が言えないとか、まあいろいろ要因が

あると思うんですけれども。で、一つお聞きしたいのは、就学前教育、先ほど

おっしゃったように、保育の中で、シャボン玉やりたくないって言ってやらな
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い子がいますね。そういう子に、意欲を持ってシャボン玉させたいとき、3 歳 4
歳にどんな手立てをしているのかな、子どもの意欲をつける、学ぶ意欲を身に

つけさせるっていうことを、就学前ではどういう風にやっておられるのかなっ

ていうのを聞きたいなと思うんです。前に、邨橋先生の幼稚園でピーステーブ

ルやってるっていっておられましたね。それちょっと教えてもらえないかなと

思うんですが、この二つ聞かせてもらえますか。 

 
邨橋委員 
じゃあまずシャボン玉の件は松下先生から。 

 
満永委員 
シャボン玉やりたくないっていう子いるんですか。 

 
松下委員 
いますね。やっぱりなにかしらやりたくないと思っている時は、殻に閉じこ

もってしまってやりたくないっていう子どもさんもいるんで、その時はもうし

ょうが無いので、その、一日で解決するものではないので、また気が向いたら

しようか、一日の生活時間は長いので、その時できなくてもここ置いとくから

またお昼からやろうかとか、気長に何回もやっていくようにはしています。 

 
満永委員 
中学校の場合ね、いいけどその一時間だめになってしまって、次は社会の時

間になってしもうて、その子の学力がつかない。ただ、子どもの学ぶ意欲をど

う小さいうちからつけていくかれるんかな、どんな可能性があるのかなってい

うのがすごく気になるっていうことがありますので、この場でいろいろ聞かせ

ていただけたらと思うんです。 

 
黒石委員 
幼稚園の場合もそういうこと同じように事あるんですけれども、遠足とかお

散歩行ってもふらふらして、全然遊べない、シャボン玉ももちろん意欲がわか

ないっていうのが、原因がまず、やっぱり朝ごはん食べてない、前の日は夜中

までゲームをしていたとか、そういうことって幼稚園であるんですね。それを

親が容認しているというか、言っても聞かない以前に言わないっていうか、別

に寝なさいとも言わないし、朝そんな状態で起きてるから食欲もわかないです

よね。食べささないっていうよりかは、作ってもどうせ食べないしっていう状

況の悪循環。で、幼稚園来た時、お腹すいてるし、脳も動いてないし、ぼーっ
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としているのでそういうことにやる気がわいてこない。だから、それはほんと

にその日のうちに解決するっていうことではないけれども、もしほんとに今積

極的に教育相談するようにしていっているんですけれども、親を変えるなんて

とんでもない話なので、そこまでは無理なんですけども、でも、こんな状況だ

ったんですっていうのを何かしら手を変えて伝えていくっていうことで、朝ご

はんを食べさせてもらえるようになった子がいるんですね、そしたらやっぱり

朝ごはんを来たことで、その子がすごく変化してきたので、意欲の源っていう

のが、ここにも書かれていますがやっぱり健康・安全・食育、そういうことを

も、気持ちだけじゃなくて、まず本当に根柢の部分を、何かしらの力で助けて

いってあげないと、底の部分が気持ちもわいてこないっていうか、頑張る気力

もわいてこないのかなって思うし、やっぱり親御さんにそれを積極的になげか

けていく、今私たちが預かっている年齢の子たち、まあ中学生とかなってくる

とまた変わってくるのかなって思うんですけれども、いま私たちの年齢の子ど

もたちは、子どもに言ってもどうにもならないので親御さんかなと思うので、

そういう形で、意欲っていうのが子どもに反映していくっていうのか、親御さ

んにそういう形で知らせていく、分かっていただけることを一人でも多くする

ことで、子どもの意欲っていうのも変わっていくのかなっていう思いで、一応

頑張っているつもりなんですけど。 
大変ですけどやらないと仕方がないので。 

 
邨橋委員 
うちの場合に、シャボン玉道具を出しておいて、いつしてもいいよて言うの

はあります。だから、やろって言った時にやる子もいてるし、やらないって言

った時にやらない。あとでやる子もいてるし、シャボン玉をすることがどうい

う意味を持つのかっていうよりも、そこに関わるときの気持ちがどうなのかと

いう方を見ています。シャボン玉をやらなくても他のことに意欲的にかかわっ

ていったら、それで構わないと思っているので。そういう意味では、先ほど言

った、こういう活動があるけれども、どれをやるって子どもに選んでもらって、

今日はシャボン玉やらないっていうならそれはそれでいい。自分のことをちゃ

んと出せるっていうことがまず大事かなとは思うんですね。その前にもうひと

つ、シャボン玉が楽しいという経験がないと、やろうとも思わないし、シャボ

ン玉も一定の２センチぐらいのがパーﾂと出るものばっかりやってても、子ども

にとっては変化が無いので、ちょっとやってもうそれで終わりなのです。いろ

んな形のシャボン玉ができるよとか、「なんでそうなの？」っていう不思議とい

う気持ちで関われるような場をまず先生がモデルとしてやっていく中で、遊ぶ

ことが一番大切かなって思います。で、そのなかで、それぞれがやりたいこと
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をやっていくっていうふうに考えていく。それと、さきほどおっしゃったピー

ステーブルなんですけれども、幼稚園の子どもとか結構トラブル、喧嘩します

よね、このときにその場で話し合わせるのではなく、一旦場所をかえて、別に

机といすがあって、向かい合って話をする場所を作ってるんです。で、そうす

ると、場所を移動することでちょっとその間の時間で気持ちを切り替えること

ができることもありますし、二人でちゃんと向かい合って話をするっていうこ

とで、あまり先生は入らない。もちろん手が出た時にはそれは見ていますけれ

ども、極力自分たちで話をしていくこと。で、そのうちに、話がずれあってて

も何らかのアイコンタクトみたいな形の非言語で、お互い了解できて、もうそ

の方がいいわっていうこともありますし、とことんいってて、たとえば、「ごめ

ん」って普通言いますよね。そのごめんが、「そんなん気持ちが入ってない」っ

て追求する子もでてきたりしますので、そういう意味ではさっき言ってた言葉

をちゃんとやり取りすることがどういう事なのかっていう経験の場を持たせた

いなって思ってやっています。それは 2 歳ぐらいからもできる。 

 
松下委員 
できると思います。 

 
満永委員 
話し合うんですか。 

 
松下委員 
話し合うっていうか、自分の思いがありますよね。 

 
満永委員 
その思いを共有しながら、トラブルの解決につながっていくんですか。 

 
邨橋委員 
だから逆に、２才だったら言葉で解決しなくても、一緒にいてて時間を共有

して、目でしゃべってることで非言語のコミュニケーションをとっていて、「も

うええわ」ってまっていくんですよね。もうそれは先ほどおっしゃってた表現

なんかの事になっていくのでしょうけれども。それと同時に、５歳児クラスに

なってきて、その言葉が「口だけやんか」みたいなこともちゃんと感じて、そ

れをちゃんと言える子もでてきます。そうなってきたら、口先だけでなくって、

自分の思っていることを丁寧にしゃべるってことがどういうことなのか言われ

た子は分かりますよね。口先だけやと言ってる子は、自分の気持ちをちゃんと
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ぶつけることで、ちゃんと解決できるんだということを経験できますので、そ

ういう経験は大事にしていっていきたいと思います。厚労省から出ている最近

の海外の研究のなかに、エモーショナルコントロールっていう情緒の制御がだ

いたい 3 歳ぐらいまでっていうふうな報告があるんで、できるだけ小さい間に

そういう経験をつんだうえで、ことばのやり取りっていうのを見ていかないと

いけないと思うんですよね。 

 
満永委員 
なんかその辺がカリキュラムにつながっていくのかなっていうふうに思いま

すね。 

 
委員長 
そうです、そうです。いまこの話が課題とカリキュラムと、大事にしていき

たい事とかが拾っていけるような話題だったと思うんです。 

 
満永委員 
なんで中学生やとどつきあいするんでしょうね。 

 
邨橋委員 
たぶん、本音でぶつけたことが無いのだと思います。避けてしまう。 

 
満永委員 
きちんとしゃべれる子も大勢おりますけどね。 

 
邨橋委員 
ちょっとこれも本当にそうなのか分からないけれども、問題を抱えていると

かちょっとすねているような子なんかは、言われれば言われるほどそれがまと

もやから、それに違う角度で反応してるって風な見方え、感じ方をする時があ

りますね。それで、その事に対して、まともやからこそ逆に「わたしはこうや」

って言えるぐらいの思いを持っててほしいなって思うけど、それを違う言葉で、

すり替えて終わってしまっている。「もういつまで言っててもあかんわ」って終

わってるのとちがうかなと思います。それが、生活の中でそれですむというふ

うになっていくと、まともに話は聞かないっていう関係になってきますよね、

そういう子は。 

 
満永委員 
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そんな場が必要なんですね。ケンカしたらもう握手で終わりやっていうのは。 

 
邨橋委員 
もうそれは一番良くないパターンです。 

 
委員長 
だから今の話でも、2 歳児ぐらいからある程度お互いが分かり合ったりとか、

サインを送るようになったりとか言われるように、逆に大人の教師が仲なおり

さそうみたいな先に入ってしまって口出してしまうと、本来自分たちで解決す

る力もっているのに、こっちの善悪の概念を持ってしまって、口出してそうい

う力を弱めていってるっていうこともありますよね、大人側が。それで、その 2
歳のそういう経験をやっぱりしっかりとさせていくことによって、さっきの中

学校言って、言葉じゃなくってどつきあいを経たけど満足したり、もう葛藤し

たりする経験がつながっていくんじゃないですかね。 

 
満永委員 
そうだと非常にありがたいですけどね。 

 
邨橋委員 
ケガしない程度で殴り合いし、気もちを通じあうっていうところでは、わた

しらも小学校の時よくありましたけどね。 

 
満永委員 
中学生けんかしたらかなりなりますからね。 

 
邨橋委員 
ただ、年齢が高ければ高いほど問題はおおきくなってしまうんで、子どもが

小さい間の怪我にならない間にそういうやり取りをきっちりさせることができ

るのかなと思います。で、そういう風な例ですが、5 月に園外保育に行った時に、

ちょっとトラぶってたのを、「もう座って話し合いしとき」って担任が言ったら

ちゃんと座って二人で喋ってましたから。それを、私が「あの二人あんなとこ

ろで座りこんでなんか話してるけどどうしたん」と聞いたら、ちょっとトラブ

ルあって、「ふたりでよう話ししいや」て言ったらやってますって。先生がいて

も全然そこにタッチせずに終わるぐらいの経験なんじゃないかな。その経験が

どれだけ積み重なるか、うちもそう言ってもスタートしてそんなにやっている

わけではないんで、結果がどうなっているのかっていうのはこれからなんです
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けれども。見てると、子どもたち自身が問題解決をしないと、「自分がいやな気

持になっているな、いやな気持ちのままでいてるなあ」、ということを何か実感

しているのかなっていうのを、二人が座って話をしているのを見た時に思いま

した。 

 
江畑委員 
うちの職員が新任の時に、保育園におじゃまして、一日研修の（2 年目研修で

すか。）のレポートを読ませてもらった時のことです。小学校では、子どもどう

しのトラブルがあると、当たり前のように論を突き合わせて、必ず、「じゃあ、

あなたはどうしてほしかったの。」という言葉を必ずかけるようにしています。

これがいややった、あれがいややった、ということは、もちろん言ってほしい

のですが、「ほんとうはあなたはどうしてほしかったの。」と言葉をきちんと伝

えるようにしなさいと、話をします。これと同じことを、保育園研修のレポー

トの中に、自己解決、自力解決の力を保育園の時代からつけているというのを

書いていて、それが私にはビビッときたんですね。その規模はどうであれ、や

っぱりそういうことを大事にしようと教員の方が思っているということが大事

なのだと思いました。それから、そういう場面を作ることが、この子にもちゃ

んと言いたいことがあるんだから聞こうよっていう、教員側の事かもしれませ

んけれども、相手を尊重するっていう姿勢も、大事にしていかないといけない

なと感じました。 
この自力解決っていうのは、今すごく難しいです。というのは、保護者の話

になりますが、今回小学校の保護者の方の私への教育相談というのが十数件あ

ったのですが、そのほとんどが、子どもがうまく相手（相手は先生でもありま

すし、友だちでもあります）に伝えられなかった言葉、あるいは内容を、親が

代わりに、「うちの子はこういう思いでやったのだけれど、先生は分かってない

わ」とか、「友だちにこういうつもりで言ったのに先生は、うちの子ばっかり怒

っている」と、どうも保護者が子どもの言葉を助けてしまっています。だから

ますますコミュニケーション力や自力解決する力というものが、つかないので

す。保護者の方から、「いやいやそれはあなたが間違っている。こんな風にした

ら良かったのにね。」とサポートをしてくれたらいいのですが、「お母ちゃんが

学校に言ってくるから待ておきなさい。」というような感じで、解決というより、

保護者が文句を言いにくるということが非常に多かったです。 
それから、相談内容も以前は万引きなどの問題行動の相談が多かったのです

が、最近減ってきています。お店の方が直接連絡を取られて、学校に連絡して

こないというのもあるかと思いますが、相談のほとんどは、「うちの子どものも

やもやを、先生、解決して。」というような内容で、頭を悩ませていますね。自
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力解決、問題解決できる力はほんとうに大事だなと感じます。 

 
満永委員 
それに関連してですけれども、小学校と同じです。解決してほしいんですね

先生に。もうええねんて、そんな友人関係なんて作らんでいいから、学校言う

ときゃ無菌状態にしてくれるわっていうのが保護者なんです。わりと増えてい

ますしね。で、教師がいま何が一番忙しいかって、保護者対応です。子どもが

いじめられたらどうしてくれるねん。第三者委員立ち上げて追及せえやってこ

とで、保護者にいろいろ説明して親納得して帰るんですね。でも本来子どもが

納得してるのかどうかなのに、保護者が納得したら、教師も、ああ終わったっ

てなってしまうんですよね。じつは保護者対応に非常に時間とられて、かんじ

んの子どもから視点を外してしまうっていう事になっている。一番大事なのは

子どもです。保護者が納得しても、子どもは納得してない可能性があるんです。

逆に、保護者が納得してなくても子どもは納得してる場合もある。今子どもと

向き合う時間が保護者に向けられてるんです。こども達に自力解決をきちっと

させてほしいっていうことと、こどもの問題はこどもに帰すっていう大原則を、

もう一回きちっと再構築していかないといけないなっていうことは、中学校で

の、小学校でも考えられることで、そこに何かピーステーブルっていうのを邨

橋先生に聞いた時に、就学前にすごい大きな可能性を感じたんです。そんなに

けんかしても大き怪我にならない間に、きちっと自力解決をする。そういう大

事さを就学前の先生がたみんなに共有していただいて、そういうステージで作

られた社会性を、われわれもっと引き継いで頑張って行くっていう、そんな構

図ができないのかなっていうのがあります。保護者対応で子どもが焦点から外

れてるっていうのが一番問題だと思います。 

 
黒石委員 
いま意見聞いてて思ったのが、幼稚園とか保育園の時代に、親育てっていう

とおこがましいんだけど、幼稚園とか保育所でも同じように、保護者さんが「幼

稚園でどうにかして」みたいなことは、もちろんあるんですね。ただその時に、

幼稚園ぐらいの子だったら、先生が喧嘩を止めて、謝らせて終わるっていうこ

とは、小さい子だからその場限りで良いなら簡単なことだけれど、「お母さんそ

れでいいと思う」っていう。それだったら、なにがいやなのか子ども自身がこ

とばで伝えて相手に伝えて、それをやっぱり自分たちで解決していかなかった

ら、私たちがそれやめましょ、意地悪されんようにしましょ、ってすることは

とっても簡単な事だけれども、それでは意味が無いんじゃないかな。これから

小学校行っても、中学校行っても、もっともっといろんなことがあるよってい
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う話を、保護者さんにするんですけれども、そしたらやっぱりおこがましく親

育てっていうのではないんですけれども、保護者さんがそこに気づいて「そう

ですね。じゃあ先生お願いします」っていうことで、私たちが仲に入って、止

めに入ってどうのこうのっていうんじゃなくって、子どもが子どもに言う場面

をつくってあげる、さっきのピーステーブルじゃないんだけれども、そういう

場面を、環境づくりをしていくっていうことがすごく今大事かなって思って取

り組んでるので、そこはたぶんみんな一緒なんじゃないかなって思います。そ

れはたぶんもっと大きくなっても一緒なにかなっていうふうに、今お話聞いて

て思いました。 

 
委員長 
随分有意義な時間となって、なんかヒント、事務局大変ですけれどもヒント

が沢山あったような感じもしますし。保護者対応も、カリキュラムの地域の子

育て支援の役割と書いてありますが、さらりと書けばこうだけど、今の重い話

も聞いたら、重点的な特徴というか、門真市としてのものが見えてくるかもし

れないし、っていうあたりでヒントにしてもらいながら。 

 
邨橋委員 
それからもう一つ、私たちは逆に、小学校に上がるために育ててる訳ではな

く、その子が大人になった時にどういう子になるか、そのベース、基本になる

ことっていうのはありますよね。その事に関係して、社会人基礎力という考え

方が経産省からも出ていますよね。これもちょっと押さえとかないといけない

かなとは思うのです。やっぱり一人ひとりがどんなことを考えながら行動して

いるのかと同時に、友だちを誘って自分の考えを伝えて、皆で動いていくこと

であるとか、そういう力を大事にしましょっていうのが、平成 17 年にこれくら

いのぶ厚い本になって出てるんですよね。それで、そこにあげられている対策

の時期は、大学での教育なんです。で、よくよく考えてみると、自分で考えま

しょうとか、工夫しましょうとか、皆で協力して働きましょう、活動しましょ

うっていうのは、全部幼稚園・保育園でやっていることなので、なぜそこがつ

ながらないのかなっていうのをいつも思っています。それもやっぱり一つ大き

な視点かなっていう気はしますし、そのことを、うちなんかは親に伝えていき

ますけれども、なかなか理解はされてないなっていうのは、おおきな問題だな

って気はします。 

 
副委員長 
 スロープのようにっていうこととプロセスっていうこと、それと同時に、「養
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護」のところが大切って先生がおっしゃったんですけど、多分もしかしたら中

学生・高校生がイライラしてる原因は、ご飯食べてない、親御さんがいない、

話を聞いてもらえないっていう養護の部分が欠けてるかもしれないのかなって

思います。そういった意味では、小学校・中学校の先生が、実はこの年齢別カ

リキュラムの 6 カ月未満を見て、快・不快の感情がちゃんとできてるのか、受

け止められてるかどうか、ちゃんとご飯食べて睡眠をしっかりとってっていう

ことが、実は不足しているかもしれない。そういった意味では、発達の過程は

スロープの部分だけじゃない、山とかの先生がベースって言われたように、す

ごく大事な幅広いしっかりとした土台があってその上に、自己表現ができるよ

うになって、そしてそれが言葉になって、自己調整までできるようになってっ

ていうふうになって、小学校以上で見える氷山の海面より上の部分っていうの

は、ほんの一角であって、下の土台がしっかりと豊かでないと、きっとだめな

んだろうなって思いました。養護の部分が大事って、そのスロープの部分が一

番最初の部分がほんとに大事になってきてて、私も今 2歳の子どもがいるので、

身につまされるように思ってたんですけど、保護者もこの年齢別カリキュラム

を見て、こういう姿なんだとか、こういうこと今大事にしたらいいんだとか、

幼稚園・保育園で大事に培ってきたいろんな援助の技術があるんですね、代弁

したりとか、子どもの気持ちに寄り添ったり、そういうのも小学校や中学校の

先生や保護者も見て、参考にできたらいいなと思いました。 

 
邨橋委員 
幼稚園教育要領で、今「養護」って使ってないんですけれども、健康の領域

の中で、「安定した生活をする」ということが書かれてるんですね、自分が不安

定であれば、当然こども達がケガをしたりとか生活が安定しない、その前提に

は「養護」っていうのはあるんですけれども、学校教育で「養護」っていうの

は、すごく出しにくいんですね。幼稚園教育も学校教育の系統の中で出ている

ので、用語としてはっきりは出てないんですけど、基本あります。それはたぶ

ん小学校の先生でもしている先生はしていると思うんですが、比重が低いとい

うことがあると思いますし、わたしは放課後児童クラブを小学校でやっている

のですが、ちょっと前の話になりますけれども、３年だったか 2 年だったか子

どもがけんかしてて、先に手出した子に、「なんで」って聞いたら、「先生が自

分の言うことひとつも聞いてくれへん」ていう話をするんですよね。「いやそん

なことない、だから今こうして聞いてるねん」みたいなやり取りしているうち

に、だんだん「大人は」になって、最終的には、「お父ちゃんお母ちゃんが」っ

ていう風になってくるんです。「そうか、それはそれはしんどいよな」って、「で

もけんかした時に手出したり殴ったらあかんよね」って。そこまで来て、「今度
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からやめときな」ってとりあえずその話は終わったのですが、そのあと 10 分ほ

どしたら、また違うところでケンカした子がいてて、その子のところにさっき

の子が行って「おまえけんかするんやったらな、いやな事あったんやったらち

ゃんと先生に言うてこい」って言うてるんですよ。そういう経験をちゃんとす

ると、聞いてもらえる人がどこにいてて、どういうふうにすればいいかってい

うことが分かってくるのかなっていう気がします。そういう意味では小学校は

大変忙しいのかなっていう気がします。 

 
委員長 
まあそういうことで、次回 8 月 30 日に行いますけれども、今日はほんとに現

場の声や実態とかをいろいろ揚げていただいて、有意義な時間でもあったと思

います。今の内容を入れながらながら、お互いコミュニケーションとりながら

素案を作っていただき、さらに良くなるために 30 日を開催したいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。続いて、そ

の他で何かございますか。 

 
ありがとうございました。では、今日の課題等ふまえまして、事務局の方で

素案を作ってただきたいと思いますので、それからスケジュール案ですね、そ

れは 29 年度は、さきほど何回か検討委員会を入れた方がいいんじゃないかとい

う話もあったので、もしかイメージが湧くんだったら、目安も書いてもらった

ら。大変ですか。 

 
事務局 
分かりました。細かな時期までは落とし込めるかどうかはわかりませんが、

イメージ的にはこれぐらいの回数で、流れでっていうものでしたら次回までに

はできるかなって思いますので、それで用意させていただきます。 

 
委員長 
ちょっと気になったのは、年齢別カリキュラムもだいたい大まかにはざっと

29 年の 12 月ぐらいまでには作るのか、夏ぐらいをめどに作ってあとパブリッ

クコメントに入るのかっていうのは、もう少し分かる方が・・・ 

 
 
事務局 
分かりました。では、29 年度以降の少しイメージできるものを用意しておき

たいと思います。 
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委員長 
では、そういうことで次回また、どうぞよろしくお願いいたします。今日は、

第 2 回目・・・意見が出て、この委員会も値打ちが出てきたんじゃないかと思

いますので、また引き続きよろしくお願いいたします。有難うございました。 

 
事務局 
ありがとうございました。 

 
事務局 

先だって調整をさせていただき、また先程、スケジュールの修正案の説明の

中でも触れさせていただきましたが、次回の会議を８月 30 日（火）午後２時か

ら、場所は門真市保健福祉センター３階の多目的ホールにおきまして、総論素

案の審議を議題として開催を予定しております。 

何かとお忙しい時期とは存じますが、委員の皆様のご出席のほど、よろしく

お願いいたします。 

 

委員長 
それでは、以上で本日の会議の全案件が終了いたしました。慎重なるご審議

ありがとうございました。 
次回は、８月３０日（火）午後２時から開催とのことですので、委員の皆様、

どうぞよろしくお願いいたします。 
これをもちまして閉会といたします。本日は、皆様どうもお疲れ様でござい

ました。 
 

 


